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１【提出理由】

　当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容

①　名称　　　　　　Seika YKC Circuit(Thailand)Co.,Ltd.

②　住所　　　　　　タイ王国　プラチンブリ県　304工業団地内

③　代表者の氏名　　小 澤 高 明

④　資本金　　　　　484,000,000タイバーツ（約17.5億円）

⑤　事業の内容　　　タイ王国におけるプリント基板の製造および販売

 
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数および特定子会社の総株主等の議決権に対

する割合　

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

　　異動前　　　　　 　―個

　　異動後　　　4,356,000個（最終払込後の予定議決権数）

②　当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

　　異動前　　　      ―％

　　異動後            90％（最終払込後の予定議決権数）

 
（３）当該異動の理由およびその年月日

①　異動の理由

当社は、平成27年２月６日開催の取締役会において、タイ王国にプリント基板の製造および販売拠点として株式会

社ワイケーシーとの合弁会社を設立することを決議し、平成27年２月27日に子会社Seika YKC Circuit(Thailand)

Co.,Ltd.を設立いたしました。当該子会社に対する資本金の払込につきましては、平成27年３月10日までに当社から

435,600,000タイバーツの払込が完了したことにより、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上

に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなりました。

 

②　異動の年月日

　　平成27年３月10日
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